
旭川市消防本部庁達第１号

旭川市ホテル，旅館等に係る表示制度の実施に関する要綱を次のように定める。

平成２６年３月１８日

旭川市消防長 小野田 実

旭川市ホテル，旅館等に係る表示制度の実施に関する要綱

（目的）

第１条 この要綱は，ホテル，旅館等の宿泊施設における防火・防災に係る安全対策の重要性

に鑑み，消防法令及び建築基準法令に関する一定の基準に適合する宿泊施設について，その

旨を表示する制度を設けることにより，利用者に対して防火・防災安全に関する情報提供を

行うとともに，宿泊施設の関係者の防火・防災に対する認識を高め，もって，防火・防災に

係る安全体制の確立を図ることを目的とする。

（表示制度の対象範囲）

第２条 消防法令及び建築基準法令に関する一定の基準に適合し，その旨を表示することがで

きる宿泊施設（以下｢表示対象物｣という。）は，消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）

別表第１（５）項イ及び（１６）項イ（（５）項イの用途に供する部分が存するものに限る。

以下同じ。）に掲げる防火対象物のうち，次のいずれにも該当するものとする。

⑴ 消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下｢法｣という。）第８条の適用があるもの

⑵ 防火対象物の地階を除く階数が３以上のもの（（１６）項イの防火対象物については，

（５）項イの用途に供する部分が３階以上の階に存するものに限る。）

（表示に係る申請手続）

第３条 消防長は，表示対象物の管理権原者（法第８条の管理について権原を有する者をいう。

以下同じ。）からの申請に基づき，表示に係る審査を行うものとする。

２ 前項の申請は，表示マーク交付（更新）申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて行う

ものとする。この場合において，法令等に基づき消防長等に提出済みの書類については，添

付を省略することができる。



３ 第１項の審査については，表示対象物適合確認判定表（別表第２）に基づくものとし，必

要と認めるときは，当該消防職員に，法第４条又は第１６条の５の立入検査と併せて現地検

査を行わせるものとする。

４ 検査担当者は，表示対象物適合伺書（様式第２号）により，現地検査等の結果を報告する

ものとする。

（表示マークの交付）

第４条 消防長は，前条の審査の結果，当該表示対象物が表示対象物適合基準に適合している

と認めるときは，表示基準適合通知書（様式第３号）により，申請者に対し，その旨を通知

するとともに，表示マーク（銀）（様式第４号）を交付するものとする。ただし，既に表示

マークを交付している者からの申請に基づく審査の結果，継続して表示基準に適合している

と認めるときは，この限りでない。

２ 前項の表示マーク（銀）の有効期間は，交付日から１年間とする。

３ 第１項の表示マークが３年間継続して交付され，申請により，継続して表示基準に適合し

ていると認めるときは，表示マーク（銀）に替えて表示マーク（金）（様式第５号）を交付

するものとする。

４ 前項の表示マーク（金）の有効期間は，交付日から３年間とする。

５ 申請者は，第１項又は第３項の表示マークを受領した場合は，表示マーク受領書（様式第

６号）を提出するものとする。

（表示マークの掲出等）

第５条 表示マークの交付を受けた者は，表示対象物に表示マークを掲出するとともに，ホー

ムページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

（表示基準不適合通知）

第６条 消防長は，第３条の審査の結果，当該表示対象物が表示対象物適合基準に適合してい

ないと認めるときは，表示基準不適合通知書（様式第７号）により，その旨を申請者に通知

するものとする。

２ 前項の通知を受けた者は，当該通知の日から１年間は，第３条第１項の申請を行うことは

できない。

（表示マークの返還）

第７条 消防長は，表示マークを交付した表示対象物が，次の各号のいずれかに該当する場合

は，表示マーク返還請求書（様式第８号）により，期限を定めて交付した表示マークの返還



を求めなければならない。

⑴ 表示マークの有効期間が経過し，交付又は更新に係る申請が行われない場合

⑵ 表示対象物適合基準に適合しない事実が現にある場合

⑶ 火災が発生し，その原因が防火対象物の関係者の瑕疵若しくは重大な過失によるもので

ある場合，又は火災発生時において適確な自衛消防活動が実施されていない事実が認めら

れる場合

⑷ ホームページ等への表示マークの使用に際し，配付された表示マークの電子データを無

断で転用した場合

２ 前項の返還を求められた者は，消防長が求める期限までに，表示マークを返還し，及びホ

ームページ等における電子データの表示マークの使用を中止しなければならない。

３ 第１項第２号から第４号までに掲げる事項に該当することにより表示マークを返還した者

は，当該返還の日から１年間は，第３条第１項の申請を行うことはできない。

４ 表示マークを交付した表示対象物の管理権原者に変更があったときは，当該変更前の管理

権原者は，直ちに，表示マークを返還し，及びホームページ等における電子データの表示マ

ークの使用を中止しなければならない。

（表示マーク交付台帳の作成）

第８条 消防長は，表示マークの交付等に関し，表示マーク交付台帳（様式第９号）に必要事

項を記載するものとする。

（特定行政庁との連携）

第９条 消防長は，表示対象物適合基準に掲げる項目のうち，建築構造等に関する事項につい

て，当該表示対象物の住所を管轄する特定行政庁に対し，照会し，又は協力を求めることが

できるものとする。

２ 消防長は，特定行政庁に対し，表示マークの交付に係る情報を提供することができるもの

とする。

（表示マーク交付対象物の公表）

第１０条 消防長は，インターネットを利用して閲覧に供する方法により，表示マークを交付

した表示対象物の情報を公表することができるものとする。

（その他）

第１１条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，消防長が別に定める。

附 則



（施行期日）

１ この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。ただし，第５条の規定は，平成２６年８

月１日から適用する。

（旭川市防火自主点検報告表示要綱の廃止）

２ 旭川市防火自主点検報告表示要綱（旭川市消防本部庁達第２２号）は，廃止する。

（旭川市防火自主点検報告表示要綱の廃止に伴う経過措置）

３ この要綱の施行前において，旭川市防火自主点検報告表示要綱に基づき行われた点検基準

適合表示については，第５条の規定が適用されるまでの間においては，当該表示を行うこと

ができる。ただし，直近に実施した点検日から１年間の期間を経過した場合には，これをす

ることができない。


